
 
（２０２６年５月１８日発表） 

家庭用指定ごみ袋の不足に伴う臨時的対応について 

先週、一部の販売店において家庭用指定ごみ袋の在庫切れが発生していましたが、５月 18 日に

あらためて販売店において確認したところ、多くの販売店において在庫切れが発生しています。 

ついては、臨時的対応として、５月１９日より当面の間、通常の家庭用指定ごみ袋又は認定袋での

排出に加え、以下の方法でもごみを排出できることとします。 

 

【趣旨・背景】 

５月１１日の市長定例記者会見において、家庭用指定ごみ袋については、製造事業者において   

３か月程度の在庫が確保されていることをお伝えいたしました。５月 18 日時点においても製造事業

者の在庫状況に大きな変化はありません。 

一方で、家庭用指定ごみ袋の購入が一時的に集中したため、店頭への流通が需要に追いつかず、

店頭で品薄や在庫切れが発生しています。 

 ５月 11 日の会見においては、在庫切れが続き、指定又は認定ごみ袋での排出に支障が生じるよう

になった場合は、その他の袋での排出を可能とすることもお伝えしました。 

現状を踏まえ、家庭用指定ごみ袋の保有枚数が不足している方を対象とした臨時的な措置として、

指定ごみ袋以外の透明又は半透明の袋の使用を可能とします。 

 

【一時的に使用可能となる袋】 

・透明又は半透明（レジ袋を含む。）で、１０リットルから４５リットルまでの大きさのビニール袋   

（紙製の袋や中身が見えないビニール袋は不可） 

・なお、本措置は、家庭用ごみ袋を購入できない方への臨時的な措置です。家庭用指定ごみ袋又は 

認定袋がお手元に十分ある方は、そちらをご使用ください。 

 

【臨時的措置を講じる期間】 

２０２６年５月１９日（火）から当面の間 

 

【お願い】 

・ごみ袋は、２０枚から５０枚のセットで売られています。１週間に２度使用すると、１セットで１０～２５

週間もつことになります。よって、皆様の購入頻度は、１０～２５週間、１度に２セット購入すると、  

２０～５０週間毎に１度購入すると想定されます。店頭販売者もそれに応じた量を通常確保していま

す。 

・しかし、多くの方が入手が困難になるとの不安を持たれた結果、購入が一時的に集中したため、流

通が追いつかない状態が発生していると推定しています。 

・店頭在庫は順次回復すると見込んでいます。十分な保有枚数がある方は、急いで購入することをお

控えくださるようお願いいたします。 

 

【問い合わせ先】 

環境局 ごみ減量推進課（静岡庁舎新館１３階）、担当者：杉浦、福永 電話：０５４－２２１－1075 
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